
昭
和
二
十
六
年
文
部
省
令
第
九
号

文
化
功
労
者
年
金
法
施
行
規
則

文
化
功
労
者
年
金
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百
四
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
省
令
を
制
定
す
る
。

（
年
金
証
書
の
様
式
）

第
一
条
　
文
化
功
労
者
年
金
法
施
行
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
文
化
功
労
者
年
金
証
書
（
以
下
「
年
金
証
書
」
と
い
う
。
）
の
様
式
は
第
一
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
年
金
証
書
の
再
交
付
）

第
二
条
　
文
化
功
労
者
年
金
受
給
者
（
以
下
「
年
金
受
給
者
」
と
い
う
。
）
は
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
文
部
科
学
大
臣
に
年
金
証
書
の
再
交
付
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
年
金
証
書
を
亡
失
し
た
と
き

二
　
年
金
証
書
が
汚
染
さ
れ
、
若
し
く
は
き
損
さ
れ
た
た
め
記
載
事
項
が
わ
か
ら
な
く
な
つ
た
と
き

三
　
氏
名
又
は
本
籍
地
を
変
更
し
た
と
き

２
　
年
金
受
給
者
は
、
前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
二
号
様
式
に
よ
る
文
化
功
労
者
年
金
証
書
再
交
付
申
請
書
を
左
の
各
号
に
掲
げ
る
区
別
に
従
つ
て
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
第
一
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
戸
籍
抄
本

二
　
前
項
第
二
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
年
金
証
書

三
　
前
項
第
三
号
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
年
金
証
書
及
び
戸
籍
抄
本

３
　
文
部
科
学
大
臣
は
、
第
一
項
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
年
金
証
書
を
再
交
付
す
る
。

（
住
所
変
更
の
場
合
の
届
出
）

第
三
条
　
年
金
受
給
者
は
、
そ
の
住
所
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
文
部
科
学
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
年
金
証
書
の
返
還
）

第
四
条
　
年
金
受
給
者
が
死
亡
し
た
と
き
、
及
び
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
年
金
証
書
の
再
交
付
を
受
け
た
後
従
前
の
年
金
証
書
が
発
見
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
遺
族
又
は
年
金
受
給
者
は
遅
滞
な
く
当
該
年
金
証
書
を
文
部
科
学
大
臣
に

返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
年
金
受
給
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
亡
失
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
年
金
証
書
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
文
部
科
学
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
五
月
三
〇
日
文
部
省
令
第
二
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
文
化
功
労
者
年
金
法
施
行
規
則
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
三
一
日
文
部
省
令
第
五
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
文
部
科
学
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
文
部
科
学
省
令
第
四
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

1



第
一
号
様
式

年
額
金

円

右
金
額
を
文
化
功
労
者
年
金
法
に
よ
り
給
す
る

。

）

日

文
部
科
学
大
臣

氏

名

印

（
用
紙
規
格
日
本
産
業
規
格
A4

年

月

氏

名

日
生

年

月

文
功
第

号

文
化
功
労
者
年
金
証
書本

籍
地

2



第
二
号
様
式

文
部
科
学
大
臣
　
殿

日

現
住
所

氏

名

年

月

文
化
功
労
者
年
金
法
施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
第
　
　
　
号
に
よ
り
再
交
付
を
申
請
し
ま
す

。

一
　
年
金
証
書
の
記
号
及
び
番
号

一
　
年
金
証
書
の
日
付

一
　
金
額 年

金

証

書
再
交
付
申
請
書

文
化
功
労
者
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